
一

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
中
『
改
め
、
「
わ
た
っ
て
、
」
の
下
に
「
食
料
安
全
保
障
（
」
を
加
え
』
を
『
、
「
良
質
な
」

を
「
食
料
安
全
保
障
（
安
全
か
つ
良
質
で
十
分
な
量
の
」
に
、
「
合
理
的
な
」
を
「
適
正
な
」
に
』
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の

改
正
規
定
中
『
「
か
ん
が
み
」
を
「
鑑
み
」
』
を
『
「
に
か
ん
が
み
、
」
を
「
か
ら
、
国
内
に
お
け
る
食
料
の
安
定
供
給
の
確

保
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
多
様
な
農
業
者
に
よ
る
」
に
、
「
図
る
」
を
「
図
り
、
食
料
自
給
率
を
向
上
さ
せ
る
」
』
に

改
め
、
同
条
中
第
三
項
の
次
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
五
項
中
「
合
理
的
な
価
格
」
を
「
適
正
な
価
格
」
に
改
め
、

「
反
映
さ
れ
つ
つ
、
」
の
下
に
「
農
業
の
持
続
性
が
確
保
さ
れ
る
と
と
も
に
」
を
加
え
、
「
よ
り
そ
の
」
を
「
よ
り
農
業
の
持

続
性
の
確
保
及
び
食
料
の
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
の
改
正
規
定
中
『
加
え
』
の
下
に
『
、
同
条
第
二
項
中
「
つ
い
て
」
の
下
に
「
、
そ
の
有
す
る
食
料
そ

の
他
の
農
産
物
の
供
給
の
機
能
及
び
そ
れ
以
外
の
多
様
な
機
能
の
重
要
性
に
鑑
み
」
を
加
え
』
を
加
え
る
。

第
三
十
四
条
を
第
四
十
三
条
と
し
、
同
条
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
四
十
五
条
中
「
国
は
、
」
の
下
に
「
地

域
の
伝
統
的
な
食
品
産
業
等
に
係
る
事
業
活
動
そ
の
他
の
」
を
加
え
る
。



二

第
三
十
三
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
一
項
」
を
「
二
項
」
に
改
め
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

国
は
、
前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
地
域
に
お
け
る
重
要
な
農
産
物
の
種
子
を
生
産
し
、
供

給
す
る
体
制
を
整
備
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
改
正
規
定
中
「
汎
用
化
」
を
「
維
持
増
進
」
に
、
「
及
び
畑
地
化
」
を
「
、
農
地
及
び
農
業
用
施
設
を
保
全

す
る
農
業
者
に
対
す
る
支
援
、
農
地
の
保
全
の
た
め
に
行
わ
れ
る
食
料
の
供
給
の
用
途
以
外
の
多
様
な
用
途
に
利
用
さ
れ
る
農

産
物
の
生
産
の
促
進
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
九
条
と
し
、
同
条
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
三
十
一
条
中

「
推
進
」
の
下
に
「
、
家
畜
に
で
き
る
限
り
苦
痛
を
与
え
な
い
飼
養
管
理
の
促
進
」
を
加
え
る
。

第
二
十
四
条
を
第
二
十
九
条
と
し
、
同
条
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
増
進
、
」
の

下
に
「
有
機
農
業
そ
の
他
の
」
を
加
え
る
。

第
二
十
一
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
二
項
中
「
当
た
っ
て
は
」
の
下
に
「
、
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
農
業
経

営
を
営
む
者
以
外
の
多
様
な
農
業
者
が
地
域
の
農
業
及
び
農
地
の
確
保
に
お
い
て
果
た
す
役
割
に
鑑
み
」
を
加
え
る
。

第
二
十
条
の
改
正
規
定
中
『
確
保
」
を
』
の
下
に
『
、
「
対
す
る
」
の
下
に
「
備
蓄
す
る
食
料
の
活
用
等
に
よ
る
」
を
』
を

加
え
る
。



三

第
十
七
条
を
第
二
十
条
と
し
、
同
条
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
第
二
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

国
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
施
策
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
輸
入
の
相
手
国
の
農
業
生
産
活
動
等
に
お
け
る
人
権
状
況

に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
を
第
二
十
条
と
し
、
同
条
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
二
十
三
条
の
見
出
し
中
「
食
料
」
を
「
農

業
の
持
続
性
の
確
保
及
び
食
料
」
に
改
め
、
同
条
中
「
食
料
の
持
続
的
な
」
を
「
農
業
の
持
続
性
の
確
保
及
び
食
料
の
持
続
的

な
」
に
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
の
改
正
規
定
中
『
第
十
六
条
第
一
項
中
』
の
下
に
『
「
国
は
、
」
の
下
に
「
予
防
的
な
見
地
か
ら
」
を
、
』

を
加
え
、
同
条
を
第
十
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
十
九
条
中
「
促
進
」
の
下
に
「
、
食
料

の
提
供
を
受
け
て
食
料
を
必
要
と
す
る
者
に
こ
れ
を
提
供
す
る
た
め
の
活
動
等
へ
の
支
援
」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
第
二
項
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
二
項
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
各
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
五

号
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
目
標
」
の
下
に
「
（
緊
急
時
に
お
い
て
国
民
に
供
給
さ
れ
る
べ
き
食
料
の
総
熱
量
の
う
ち
に
国
内

で
生
産
さ
れ
る
べ
き
食
料
の
熱
量
が
占
め
る
割
合
の
目
標
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に



四

次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
食
料
安
全
保
障
の
確
保
に
関
す
る
事
項
の
目
標

第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

食
料
安
全
保
障
の
動
向
に
関
す
る
事
項

第
十
五
条
第
三
項
の
改
正
規
定
中
「
前
項
第
三
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
号
」
を
加
え
、
同
条
第
八
項
を
同
条
第
九
項
と
す

る
改
正
規
定
中
「
同
条
第
九
項
」
を
「
同
条
第
十
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
八
項
と
す
る
改
正
規
定
中
「
同
条
第

八
項
」
を
「
同
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
「
一
項
」
を
「
二
項
」
に
改
め
、

第
七
項
中
「
第
二
項
第
三
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
号
」
を
加
え
、
「
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ

り
公
表
し
な
け
れ
ば
」
を
「
に
つ
い
て
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

８

政
府
は
、
前
項
の
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
同
項
の
意
見
を
付
し
て
、
国
会
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
第
一
節
中
第
十
五
条
を
第
十
七
条
と
す
る
改
正
規
定
並
び
に
第
十
四
条
の
改
正
規
定
及
び
第
一
章
中
同
条
を
第
十
六



五

条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
五
条
と
す
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
章
第
一
節
中
第
十
五
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
一
章
中
第
十
四
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
五
条
の
改
正
規
定
中
『
第
五
条
中
』
の
下
に
『
「
つ
い
て
は
、
」
の
下
に
「
食
料
の
安
定
的
な
供
給
を
行
う
基
盤
た
る
役

割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
、
農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
場
で
あ
る
こ
と
及
び
」
を
加
え
、
』
を
加
え
る
。

第
四
条
の
改
正
規
定
中
「
向
上
及
び
」
を
「
向
上
、
」
に
、
「
並
び
に
」
を
「
及
び
持
続
的
な
農
業
生
産
活
動
が
可
能
な
農

業
所
得
の
確
保
に
よ
る
農
業
経
営
の
安
定
並
び
に
」
に
、
「
図
ら
れ
る
」
を
「
図
ら
れ
、
並
び
に
農
業
に
従
事
す
る
者
の
人
権

へ
の
配
慮
が
な
さ
れ
る
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
三
条
中
「
つ
い
て
は
」
の
下
に
「
、
食
料
の
生
産
の
段
階
に
お
い
て
農

業
生
産
活
動
に
自
然
環
境
の
保
全
等
に
大
き
く
寄
与
す
る
側
面
が
あ
る
一
方
で
」
を
加
え
、
「
側
面
が
」
を
「
側
面
も
」
に
改

め
る
。

附
則
第
二
条
を
削
り
、
附
則
第
三
条
を
附
則
第
二
条
と
し
、
附
則
第
四
条
を
附
則
第
三
条
と
す
る
。


